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（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
九
十
九
条
の
十

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
九
十
九
条
の
十
一

組
合
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
九
十
九
条
の
十
二

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
九
十
九
条
の
十
三

裁
判
所
は
、
第
九
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
組
合
が
当

該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該

清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
九
十
九
条
の
十
四

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
九
十
九
条
の
十
五

裁
判
所
は
、
組
合
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
九
十
九
条
の
十
三
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」
と
あ
る
の
は
、「
組
合
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
百
条
の
見
出
し
を「（
準
用
規
定
）」に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
民
法
第
六
十
条
及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
」

を
削
り
、「
並
び
に
民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
」
を

「
及
び
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
八
条
」
に
改
め
、「
及
び
同
法
第
五
十
九
条
」
及

び
「
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
」
を
削
り
、「
第
百
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
六
条
の
仮
理
事
」を「
第

九
十
八
条
の
六
の
一
時
理
事
」
に
改
め
、「
、
同
法
第
五
十
六
条
中
「
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
」
と
あ

る
の
は
「
行
政
庁
は
、
利
害
関
係
人
」
と
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
民
法
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
、
第

七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
、」を
「
並
び
に
」
に
改
め
、「
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十

五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
」
を
削
り
、「
民
法
第
七
十
五
条
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
森

林
組
合
法
第
百
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
九
条
第
一
項
」
と
、
会
社
法
」
を
「
同
法
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

第
百
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
二
中
「
第
九
十
八
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
八
条
の
九
第
三
項
」に
改
め
、

同
項
第
六
号
の
三
中
「
第
九
十
八
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
九
十
八
条
の
九
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中

「
第
百
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
六
十
条
」
を
「
第
九
十
八
条
の
十
」
に
改
め
、同
項
第
十
七
号
中「
第

百
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
九
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第

十
八
号
中
「
第
百
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
九
条
の
六
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
第
十
九
号
中
「
第
百
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
一
条

第
一
項
」
を
「
第
九
十
九
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
九
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
号
中
「
第

百
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
九
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
森
林
組
合
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
百
五
十
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
森
林
組
合
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
九
十
二
条
（
同
法

第
百
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
百
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
中
間
法
人
法
の
規
定
（
第
一
章
第
二
節
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
中
間
法
人
法
の
規
定
を
含
む
。）に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
一
般
社
団
・

財
団
法
人
法
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
五
十
一
条

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
四
号
ロ
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般

財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
目
的
と
す
る
一
般
社
団

法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
八
第
三
項
中
「
民
法
」
の
下
に「（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）」を
加
え
る
。

（
青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
五
十
二
条

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又

は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
百
五
十
三
条

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）第
三
十
四
条
の
法
人
」

を
「
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を「
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
、

一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
緑
の
募
金
に
よ
る
森
林
整
備
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
百
五
十
四
条

緑
の
募
金
に
よ
る
森
林
整
備
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）第
三
十
四
条
の
法
人
」

を
「
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一

般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

第
三
百
五
十
五
条

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る

法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
種
苗
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
五
十
六
条

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
民
法
第
七
十
二
条
第
三
項
」
を
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
三
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
五
十
七
条

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
」
を
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
五
項
中
「
民
法
第
五
十
五
条
並
び
に
」
及
び
「
、
民
法
第
五
十
五
条
中
「
総
会
」と
あ
る
の
は「
総

会
若
し
く
は
経
営
管
理
委
員
会
」
と
」
を
削
り
、「
前
項
」
と
あ
る
の
は
」
を
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、」に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

代
表
理
事
は
、
定
款
又
は
総
会
若
し
く
は
経
営
管
理
委
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限

り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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